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退 職 餞 別 金 規 程


(目　　的)
第１条　　この規程は、再雇用社員就業規則第36条に基づき、再雇用社員に対する退職餞別金の支給について定めたものである。

（支給額の計算）
第２条　　再雇用社員の退職餞別金は、契約満了毎に次に定めるところによって支給する。
	支給時期
	支給金額（円）

	１年目満了時
	120,000

	２年目満了時
	120,000

	３年目満了時
	240,000

	４年目満了時
	240,000

	５年目満了時
	240,000


②　最終契約の満了時（誕生月の末日）の場合、支給額は月数按分とする。
③　契約期間中途での自己都合退職の場合、その契約期間分については支給しない。ただし、会社都合による場合は、月数按分とする。

（支給方法）
第３条　　退職餞別金の支給方法については、退職時に一括して支給する。
②　退職餞別金は、退職後14日以内に本人の指定する本人名義の銀行口座へ振込む。ただし、死亡により退職したときは遺族に支払う。

（適　　用）
第４条　　この規程の適用は、2010年3月16日現在での再雇用契約者より初回契約時に遡って適用する。


付則

第１条　　この規程は、2010年3月16日から施行する。

 （一部改正の沿革）
　　　2012年　3月16日　
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